
瀬戸市水道事業管理規程第２号 

瀬戸市企業職員の給与に関する規程（昭和４２年瀬戸市水道事業管理規

程第２号）の一部を次のように改正する。 

令和７年１２月２２日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 瀬戸市企業職員の給与の種類および基準

に関する条例（昭和４２年瀬戸市条例第１０号

。以下「条例」という。）に基づく瀬戸市企業

職員（以下「企業職員」という。）の給与につ

いては、この規程の定めるところによる。 

第１条 瀬戸市企業職員の給与の種類および基準

に関する条例（昭和４２年瀬戸市条例第１０号

）に基づく瀬戸市企業職員（以下「企業職員」

という。）の給与については、この規程の定め

るところによる。 

（特殊勤務手当）  

第２条 条例第８条の規定により支給する特殊勤

務手当を支給すべき勤務の内容及び手当の額は

、瀬戸市企業職員の特殊勤務手当の支給に関す

る規程（昭和４５年瀬戸市水道事業管理規程第

２号）の定めるところによる。 

 

（給与） （給与） 

第３条 前条に定めるもののほか、企業職員の給

与については、瀬戸市職員の給与に関する条例

（昭和３６年瀬戸市条例第４号）、瀬戸市職員

の育児休業に係る給与等に関する条例（昭和５

１年瀬戸市条例第３０号）、瀬戸市職員の退職

手当に関する条例（昭和３８年瀬戸市条例第１

６号）その他これらの委任に基づく規則の規定

を準用する。 

第２条 企業職員の給与については、瀬戸市職員

の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第

４号）、瀬戸市職員の育児休業に係る給与等に

関する条例（昭和５１年瀬戸市条例第３０号）

、瀬戸市職員の退職手当に関する条例（昭和３

８年瀬戸市条例第１６号）その他これらの委任

に基づく規則の規定を準用する。 

  

附 則 

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


